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広島県障害者支援課 

 

意思疎通支援事業として実施する遠隔手話通訳に対する広島県手話通訳者派遣ネットワー

ク事業の対応について 

 

県内の各市町が手話通訳者を派遣する市町派遣事業の実施に際し，災害時，緊急時等やむ

を得ない事由により手話通訳者の派遣が困難な場合においては，遠隔手話通訳による実施

も可能とし，広島県手話通訳者派遣ネットワーク事業で市町の状況等に応じ次のとおり対

応を可能とします。 

広島県手話通訳者派遣ネットワーク事業による遠隔手話通訳を依頼する場合は，まずネ

ットワーク管理者に状況をご連絡してください。 

 

１ 手話通訳者の派遣及びタブレット等の器機の体制が整わず、市町が遠隔手話通訳の実施

が困難な場合 

（実施内容） 

  広島県手話通訳者派遣ネットワーク事業で手話通訳者の派遣及び遠隔手話通訳用タブ

レットの市町への貸出を行う。 

  ネット環境の整備がされていない場所で実施する場合は，移動式 Wi-Fi ルーター（ポ

ケット Wi-Fi）と共に貸出を行う。 

（費用） 

  市町は，手話通訳者の報償費，旅費をネットワーク管理者に対し支払うものとする。 

  県は，遠隔手話通訳用タブレット・Wi-Fi ルーター無償で貸出し，Wi-Fi ルーターの通

信費，タブレット・Wi-Fi ルーター貸出送料を負担する。 

 

２ 手話通訳者の派遣は市町で実施可能だが，タブレット等の器機の体制が整わず、市町が

遠隔手話通訳の実施が困難な場合 

（実施内容） 

  広島県手話通訳者派遣ネットワーク事業で遠隔手話通訳用タブレットを市町への貸出

を行う。 

  ネット環境の整備がされていない場所で使用する場合は，移動式 Wi-Fi ルーター（ポ

ケット Wi-Fi）を設定して貸出を行う。 

  市町で手話通訳者の依頼派遣を行う。 

（費用） 

  市町は，ネットワーク管理者に対し支払はないものとする。 

 

３ 市町が遠隔手話通訳実施可能な場合は，市町で遠隔手話通訳を実施する。 



【費用負担等について】                

 

※県 NW（広島県手話通訳ネットワーク） 

【遠隔手話通訳県ネットワークへの依頼の流れ】 

（派遣・機器貸出を広島県手話通訳者派遣ネットワークに依頼する場合） 

 


